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ご　

あ　

い　

さ　

つ

亀
山
市
で
は
、亀
山
城
多
門
櫓
、東
海
道
の
宿
場
で
あ
る
亀
山
宿
、関
宿
、坂
下
宿
、そ
し
て
大
和
街
道
の
加
太
宿
な
ど
、江
戸
時
代
の
姿
を
保
存
・
整
備
し
、

ご
覧
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
亀
山
市
歴
史
博
物
館
も
、
多
く
の
近
世
文
書
を
収
蔵
し
、
近
世
文
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
姿
や
く
ら
し
な
ど
を
紹
介

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
で
は
、
そ
れ
以
前
、
中
世
の
亀
山
で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
歴
史
ひ
ろ
ば
で
は
、
亀
山
市
内
に
伝
来
す
る
中
世
文
書
、
特
に
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
38
点
全
点
を
出
品
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
中
世
文
書

を
改
め
て
読
み
解
き
、
亀
山
の
中
世
の
姿
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
全
点
を
一
堂
に
会
す
る
こ
と
で
、
鈴
鹿
郡
の
み
な
ら
ず
伊
勢
国
内
の
中
世
、
鎌
倉
時
代
、

南
北
朝
時
代
、
室
町
時
代
、
戦
国
時
代
、
織
豊
期
の
様
子
を
読
み
解
け
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
世
文
書
に
は
、
料
紙
や
花
押
、
朱
印
、
そ
し
て
文
書
様
式
と
い
っ
た
文
書
の
内
容
の
他
に
も
、
中
世
文
書
な
ら
で
は
の
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
。

室
町
幕
府
の
足
利
尊
氏
、
足
利
義
詮
、
豊
臣
秀
吉
、
そ
し
て
地
元
、
伊
勢
国
守
護
で
あ
っ
た
仁
木
義
長
、
さ
ら
に
は
、
後
村
上
天
皇
な
ど
が
発
給
し
た
文

書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
有
名
人
の
花
押
や
印
な
ど
に
ご
注
目
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
古
文
書
か
ら
読
み
解
け
る
中
世
の
亀
山
の
姿
を
実
感
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
企
画
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
所
蔵
者
を
は
じ
め
、
ご
教
示
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　

令
和
五
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亀
山
市
歴
史
博
物
館
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凡　
　

例

・�

本
図
録
は
、
令
和
四
年
度
歴
史
ひ
ろ
ば
「
―
指
定
文
化
財
紹
介
―　

中
世
文
書
を
読
み

解
く
」（
令
和
五
年
一
月
四
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
開
催
）
に
お
け
る
展
示
図
録
と
し

て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
本
図
録
で
使
用
し
た
記
号
の
意
味
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

◎　

県
指
定
文
化
財　
　

◯　

市
指
定
文
化
財

・�

本
図
録
に
掲
載
し
た
写
真
の
撮
影
な
ら
び
に
解
説
文
は
、
中
川
由
莉
（
当
館
学
芸
員
）

が
担
当
し
た
。

・�

当
館
で
は
、
過
去
に
、
本
展
示
出
品
資
料
と
同
資
料
を
出
品
し
た
展
示
を
開
催
し
た
。

　
　
　

第
九
回
企
画
展
「
三
重
県
指
定
文
化
財

　

石
上
寺
文
書
の
世
界
―
歴
史
資
料
へ
の
ま
な
ざ
し
―
」、
一
九
九
六

　
　
　

第
二
十
回
企
画
展　

平
成
十
二
年
度
亀
山
市
指
定
文
化
財
新
指
定
記
念
（
前
編
）

　
　
　
「
豊
臣
秀
吉
と
亀
山
城
主
岡
本
下
野
守
宗
憲

―
発
見
さ
れ
た
岡
本
家
文
書
か
ら
―
」、
二
〇
〇
一

　
　
　

歴
史
ひ
ろ
ば
「
亀
山
市
内
に
伝
わ
る
中
世
文
書
」、
二
〇
一
三
（
ｗ
ｅ
ｂ
図
録
）

　

�　

ま
た
、『
亀
山
市
史
』
史
料
編
古
代
・
中
世
（
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
、
翻
刻
お
よ

び
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
展
示
を
行
う
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
翻
刻
、
解
説

を
参
考
に
し
、
再
調
査
に
よ
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

・
翻
刻
文
は
、
左
記
の
ル
ー
ル
で
作
成
し
た
。

　
　

・�

常
用
漢
字
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
旧
字
、
異

体
字
は
常
用
漢
字
で
表
記
し
た
。

　
　

・
花
押
は
（
花
押
）、
印
は
（
印
）
と
し
た
。

　
　

・�

破
損
や
文
字
の
摩
滅
な
ど
に
よ
っ
て
判
読
で
き
な
い
も
の
は
、
そ
の
字
数
を
推

定
し
て
□
□
□
で
示
し
、
字
数
の
推
定
で
き
な
い
も
の
は　
　
　
　

で
示
し
た
。

　
　

・�

本
文
以
外
の
部
分
は
、端
裏
書
は
、上
下
に
「　
　

」
を
付
け
、（
端
裏
）
と
注
記
し
、

別
筆
も
、
上
下
に
「　
　

」
を
付
け
、（
別
筆
）
と
注
記
し
た
。

　
　

・�

文
書
に
付
属
す
る
貼
紙
の
文
字
は
、
そ
の
上
下
に
「　
　

」
を
付
け
、（
貼
紙
）

と
注
記
し
た
。

　
　

・
人
名
・
地
名
の
比
定
は
、（　
　

）
に
入
れ
、
傍
注
と
し
た
。

　
　

・�

文
意
の
通
じ
な
い
箇
所
の
傍
に
は
（
マ
マ
）、
補
注
す
る
も
疑
問
の
残
る
場
合
は

（　
　

ヵ
）
と
注
記
し
た
。

・�

翻
刻
文
は
、
中
川
由
莉
（
当
館
学
芸
員
）
が
作
成
し
、
小
林
秀
樹
（
当
館
館
長
）
が

校
正
し
た
。

・
表
紙
の
作
成
は
、
大
澤
亮
二
（
当
館
職
員
）
が
担
当
し
た
。
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鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
の
動
乱
期
に
か
け
て
の
石
上
寺
の
姿
を
読
み
解

く
。
石
上
寺
は
、
鎌
倉
・
室
町
と
時
代
が
変
わ
っ
て
も
鎌
倉
・
室
町
の
各
幕
府

か
ら
外げ

ご護
を
受
け
た
寺
院
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
南
北
朝
時
代
に
は
、
北
朝
方

の
室
町
幕
府
、
そ
し
て
南
朝
と
い
う
敵
対
す
る
両
者
か
ら
の
外
護
を
受
け
て
い

た
。
両
者
か
ら
の
外
護
は
、
鈴
鹿
郡
に
お
い
て
、
北
朝
・
室
町
幕
府
と
南
朝
の

勢
力
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
１　
中
世
の
石
上
寺
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１
．
◎
熊
野
三
山
検
校
覚
仁
法
親
王
令
旨

　
　
　
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
の
法
印
は
不
詳
。

熊
野
検け
ん
ぎ
ょ
う

校
で
あ
る
覚か
く
に
ん仁

法ほ
っ

親し
ん

王の
う

の
意
向
に
よ
り
、

石
上
寺
の
越
後
法ほ
う

眼げ
ん

御ご

房ぼ
う

を
、
那
智
山
執し
ぎ
ょ
う
し
き

行
職
に

任
命
す
る
こ
と
を
某
法
印
が
奉
う
け
た
ま
わり

、
発
給
し
た

令り
ょ
う
じ旨

。
熊
野
検
校
は
、
熊
野
三
山
（
本
宮
・
新
宮
・
那

智
）
を
総
括
す
る
職
で
あ
り
、
令
旨
発
給
時
に
は
、

後
鳥
羽
天
皇
皇
子
の
覚
仁
法
親
王
で
あ
っ
た
。
そ

の
覚
仁
が
、
熊
野
三
山
の
う
ち
那
智
山
の
寺
務
を

担
う
執
行
職
と
し
て
越
後
法
眼
御
房
を
任
じ
た
も

の
が
、
こ
の
令
旨
で
あ
る
。

為
那
智
山
執
行
職
、
任

先
例
、
可
令
社
務
給
者
、

依　

検（覚
仁
）校法
親
王
御
気
色
、

執
達
如
件

　

建
長
八
年
八
月
廿
七
日
法
印
（
花
押
）

越
後
法
眼
御
房

（
１
）
熊
野
三
山
と
石
上
寺

　

発
給
年
に
よ
り
、
市
域
に
残
る
最
古
の

古
文
書
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
石
上
寺
は
、

熊
野
三
山
と
関
係
が
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ

那
智
山
の
執し

ぎ
ょ
う行
職し
き

に
任
じ
ら
れ
る
人
物
が

止
住
す
る
寺
院
で
あ
っ
た
。
石
上
寺
の
寺

格
の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
で
あ

る
。
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２
．
◯
熊
野
山
大
権
現
扁
額

　
　
　
鎌
倉
時
代　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

熊
野
権
現
社
の
社
殿
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
扁
額
。

額
面
に
は
「
熊
野
山
大
権
現
」
と
刻
む
。
筆
者
や

作
成
年
代
は
不
明
。

江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
石
上
寺
の
縁
起
で
あ
る

「
新
熊
野
三
社
乃
記
」（
№
４
）
に
は
、
延
暦
十
五

年
（
七
九
六
）、大
和
国
の
紀き
の
ま
た
つ

真
龍
が
石い
そ
の
か
み
じ
ん
ぐ
う

上
神
宮
の

お
告
げ
に
よ
り
勧か
ん
じ
ょ
う請し

、
新い
ま

熊く
ま

野の

の
三
社
と
し
て

仕
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
石
上
寺
は
、
山

号
を
那
智
山
と
い
う
。「
熊
野
三
山
検
校
覚
仁
法
親

王
令
旨
」（
№
１
）
や
縁
起
な
ど
か
ら
、石
上
寺
が

熊
野
三
山
や
熊
野
信
仰
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
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３
．
◎
某
寄
進
状

　
　
　
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

発
給
者
で
あ
る
袖そ
で

判は
ん

の
花
押
主
は
不
詳
。袖
判
、

宛
所
不
記
載
と
い
う
尊
大
な
形
式
で
書
か
れ
て
お

り
、
石
上
寺
よ
り
上
の
立
場
の
某
な
に
が
しか
ら
出
さ
れ
た

直じ
き
じ
ょ
う

状
で
あ
る
。

内
容
は
、「
関
東
御
祈
所
石
上
寺
権
現
（
鎌
倉

幕
府
の
祈
禱
所
で
あ
る
石
上
寺
）」
に
対
し
、
絶

や
す
こ
と
な
く
灯
明
を
灯
す
た
め
の
油
代
と
し
て

萩ば
い
の野

の
畠
を
寄
進
し
、
武
運
長
久
と
庄
民
安
全
を

祈
禱
す
る
こ
と
を
命
じ
る
も
の
。
鎌
倉
時
代
の
石

上
寺
の
寺
領
の
範
囲
（
東
は
大
道
、南
は
矢
知
河
、

西
は
堀
越
、
北
は
赤
坂
苽う
り
ゅ
う生

）
が
記
さ
れ
て
い
る

点
も
、
興
味
深
い
。

（
２
）
石
上
寺
へ
の
寄
進

　

石
上
寺
の
常
じ
ょ
う
と
う
み
ょ
う

灯
明
の
た
め
に
畠
地
を
寄

進
し
た
直じ

き
じ
ょ
う状。
石
上
寺
が
鎌
倉
幕
府
の
祈

禱
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、

四し
い
し至
の
地
名
か
ら
は
、
現
在
残
る
字
名
を

推
定
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
鎌
倉
時
代

の
石
上
寺
の
経
済
基
盤
の
一
端
を
う
か
が

え
る
。

（
端
裏
（
裏
打
下
））

「　
　
　
　

野
領
家
□（御
寄
進
状
）

□
□
□
」

　
　
　
　
　
（
花
押
）

永
奉
寄
進
、
石
上
寺
新
熊
野
権
現

　

不
断
御
油
畠
并
荒
野
等
事

　

合
壱
所
者
、
在
所
萩
野

四
至

右
件
畠
地
者
、
関
東
御
祈
所

石
上
寺
権
現
不
断
御
灯
油
畠
寄

附
之
、
且
為
武
運
長
久
・
庄
民

安
全
、
庄
家
宜
承
知
、
敢
勿
違
失
、

仍
寄
進
之
状
、
如
件

　

正
元
元
年
六
月　

日

限
東
大
道
、
限
南
矢
知
河

限
西
堀
越
、
限
北
赤
坂
苽
生



7

４
．
新
熊
野
三
社
乃
記

　
　
　
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

国
学
者
の
萱か
よ
う
よ
り
ふ
み

生
由
章
が
著
し
た
石
上
寺
の
縁

起
。
本
縁
起
の
中
で
「
某
寄
進
状
」（
№
３
）
の

寄
進
場
所
「
萩ば
い
の野

」
の
四し
い
し至

の
具
体
的
な
場
所
を

記
す
。
東
を
限
る
「
大
道
」
は
、「
其
時
の
官
道

（
東
海
道
）、
今
ハ
つ
ゝ
ミ
の
敷
地
と
か
ハ
り
ぬ
」、

南
を
限
る
「
矢
知
川
」
は
、「
今
の
官
道
に
あ
り
、

土
橋
を
架
す
」、
西
を
限
る
「
堀
越
」
は
、「
東
萩

野
の
う
ち
に
溝
な
と
あ
る
と
こ
ろ
」、
北
を
限
る

「
赤
坂
苽う
り
ゅ
う生

」
は
、「
河
合
の
か
み
、
中
の
山
の
し

も
に
あ
り
」
と
あ
り
、
現
在
の
和
田
町
、
川
合
町
、

栄
町
の
各
一
部
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
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５
．
◎
畠
山
高
国
禁
制

　
　
　
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

　

石
上
寺
（（
畠
山
高
国
）

花
押
）

右
、
当
寺
者
、
将
軍
家
御
祈
禱

所
也
、
武
士
并
甲
乙
人
等
、
致

乱
入
狼
藉
者
、
可
処
重
科
之
状
、
如
件

　

建
武
四
年
三
月
日

発
給
者
で
あ
る
袖そ
で
は
ん判
の
花
押
主
は
、
初
代
伊
勢

国
守
護
の
畠は
た
け
や
ま
た
か
く
に

山
高
国
。
袖
判
が
袖
で
は
な
く
、
本

文
冒
頭
下
部
に
記
さ
れ
る
点
は
通
例
と
異
な
る
。

畠
山
高
国
が
、
武
士
や
庶
民
な
ど
に
対
し
、「
将

軍
家
御
祈
禱
所
（
足
利
将
軍
家
の
祈
禱
所
）」
で

あ
る
石
上
寺
へ
乱
入
狼
藉
し
な
い
よ
う
命
じ
た
、

直じ
き
じ
ょ
う状
形
式
の
禁き
ん
ぜ
い制
で
あ
る
。

（
３
）
石
上
寺
を
守
る

　

北
朝
・
室
町
幕
府
方
か
ら
出
さ
れ
た
、

石
上
寺
へ
の
軍
勢
乱
入
の
禁き
ん
ぜ
い制
五
通
。
発

給
者
が
、
伊
勢
国
守
護
と
室
町
幕
府
の
管

領
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
朝
・
室
町
幕
府

方
が
石
上
寺
の
外げ

護ご

者し
ゃ

で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
文
書
群
で
あ
る
。
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６
．
◎
高
師
秋
禁
制

　
　
　
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

　

石
上
寺

右
、
於
当
寺
、
軍
勢
并

甲
乙
人
等
、
致
濫
妨
狼
藉

者
、
可
処
罪
科
之
状
、
如
件

　

建
武
五
年
九
月　

日　

高
階
（（
高
師
秋
）


花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
高こ
う
の
も
ろ
あ
き

師
秋
。
高
師
秋

は
、
足
利
尊
氏
の
執
事
の
高
師
直
の
従
兄
弟
で
、

伊
勢
国
守
護
。
相
手
に
対
す
る
厚
礼
を
表
す
日に
っ

下か

花か

押お
う

の
様
式
を
用
い
る
。

高
師
秋
が
、
武
士
や
庶
民
な
ど
に
対
し
、
石
上

寺
へ
濫
妨
狼
藉
し
な
い
よ
う
命
じ
た
直じ
き
じ
ょ
う状

形
式

の
禁き
ん
ぜ
い制
で
あ
る
。
日
付
が
「
建
武
五
年
九
月
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
八
月
二
十
八
日
に
暦
応
（
北
朝

年
号
）
に
改
元
さ
れ
て
お
り
、
改
元
が
反
映
さ
れ

て
い
な
い
点
も
注
目
さ
れ
る
。



10

７
．
◎
仁
木
義
長
禁
制

　
　
　
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

石
上
寺

右
、
於
当
寺
、
軍
勢
并
甲
乙
人
等
、

致
乱
入
狼
藉
者
、
可
処
罪
科
之
□（状
）、

如
件

　

康
永
元
年
七
月　

日
（（
仁
木
義
長
）

花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
伊
勢
国
守
護
の
仁に

木き

義よ
し

長な
が

。
相
手
に
対
す
る
厚
礼
を
表
す
日に
っ

下か

花か

押お
う

の
様
式
を
用
い
る
。

仁
木
義
長
が
、
武
士
や
庶
民
な
ど
に
対
し
、
石

上
寺
へ
乱
入
狼
藉
し
な
い
よ
う
命
じ
た
直じ
き
じ
ょ
う状

形

式
の
禁き
ん
ぜ
い制

で
あ
る
。
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８
．
◎
細
川
満
之
禁
制

　
　
　
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

　

禁
制　

石
上
寺

右
、
於
当
所
、
軍
勢
以
下
甲
乙
人
等
、

不
可
致
濫
妨
狼
藉
、
若
至
違
犯

輩
者
、
可
処
罪
科
之
状
、
如
件

　

応
安
四
年
六
月
日　

源
（（
細
川
満
之
）

花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
細ほ
そ
か
わ
み
つ
ゆ
き

川
満
之
。
細
川

満
之
は
、
室
町
幕
府
管
領
の
細
川
頼
之
の
弟
で
、

伊
勢
国
大
将
、
伊
勢
国
守
護
を
務
め
た
が
、
応
安

四
年
時
点
の
動
向
は
不
明
。
相
手
に
対
す
る
厚
礼

を
表
す
日に
っ

下か

花か

押お
う

の
様
式
を
用
い
る
。

細
川
満
之
が
、
武
士
に
対
し
、
石
上
寺
へ
濫
妨

狼
藉
し
な
い
よ
う
命
じ
た
直じ
き
じ
ょ
う状
形
式
の
禁き
ん
ぜ
い制
で

あ
る
。
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９
．
◎
室
町
幕
府
禁
制

　
　
　
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

禁
制

　
　

伊
勢
国
石
上
寺

右
、
於
当
所
、
軍
勢
甲
乙
人
等
、
不
可

有
乱
入
狼
藉
、
若
令
違
犯
者
、
可
処

罪
科
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
下
知

如
件

　

文
安
元
年
閏
六
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　

沙
弥
（（畠
山
持
国
・
徳
本
）

花
押
）　

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
管
領
の

畠は
た
け
や
ま
も
ち
く
に

山
持
国
。「
沙し
ゃ
み弥

」
の
名
称
は
、
出
家
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
法
名
は
徳と
く
ほ
ん本

。

畠
山
持
国
が
、
武
士
や
庶
民
な
ど
に
対
し
、
石

上
寺
へ
乱
入
狼
藉
し
な
い
よ
う
命
じ
た
禁き
ん
ぜ
い制

。
足

利
将
軍
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
管
領
が
、
奉ほ
う

書し
ょ

と
し
て

下げ
ち
じ
ょ
う

知
状
を
出
し
た
管
領
下
知
状
で
あ
る
。
実
際
に

は
、
後
の
将
軍
足
利
義
政
が
幼
少
で
家
督
を
継
い

で
お
り
、
管
領
で
あ
る
畠
山
持
国
が
幕
政
を
執
っ

て
い
た
。
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10
．
◎
二
階
堂
行
直
巻
数
返
事

　
　
　
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政ま
ん
ど
こ
ろ所

執し
つ
じ事

の
二
階
堂
行ゆ
き
な
お直

（
左さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
）。
内
容
は
、

石
上
寺
か
ら
の
巻か
ん
ず数
を
「
見け
ん
ざ
ん参
に
入
れ
」
た
旨
を

伝
え
る
礼
状
で
あ
る
巻
数
返
事
。

「
二
階
堂
行
直
巻
数
返
事
」（
№
10
～
12
）
は
、

室
町
幕
府
政
所
執
事
の
二
階
堂
行
直
が
関
わ
る
巻

数
返
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
上
寺
へ
の
祈
禱
願

主
・
巻
数
報
告
先
・
巻
数
返
事
作
成
者
が
、
足
利

将
軍
家
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
三
通
と
も
、「
仍

執
達
如
件
」
と
の
書
止
文
言
か
ら
奉ほ
う
し
ょ書
形
式
で
あ

り
、
足
利
将
軍
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
二
階
堂
が
作
成

し
た
巻
数
返
事
と
い
え
る
。

伊
勢
国
石
上
寺
恒

□（例
）歳

末
御
巻
数

入
見
参
候
了
、
仍

執
達
如
件

　

康
永
元
年
十
二
月
九
日
左
衛
門
尉
（（二
階
堂
行
直
）

花
押
）

（
４
）
石
上
寺
の
祈
禱
～
室
町
幕
府
～

　

石
上
寺
が
願
主
に
出
し
た
祈
禱
報
告
書

で
あ
る
巻か
ん
ず数
に
対
し
、
巻
数
を
受
け
取
っ

た
願
主
か
ら
の
礼
状
で
あ
る
巻
数
返
事
に

関
連
す
る
九
通
。
室
町
幕
府
政ま

ん
ど
こ
ろ所

執し
つ
じ事

が
発
給
し
、
か
つ
奉ほ

う
し
ょ書
形
式
で
あ
る
巻
数

返
事
、
そ
し
て
室
町
幕
府
奉
行
人
が
発
給

し
た
巻
数
に
関
す
る
書
状
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
祈
禱
の
依
頼
主
が
足
利
将
軍
家
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
も
、
室
町

幕
府
が
石
上
寺
の
外げ

護ご

者し
ゃ

で
あ
っ
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
文
書
群
で
あ
る
。
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11
．
◎
二
階
堂
行
直
巻
数
返
事

　
　
　
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

□（石
）上

寺
歳
末
御
巻
数

入
見
参
候
了
、
仍

執
達
如
件

　

康
永
二
年
十
二
月
八
日
山
城
守
（（二
階
堂
行
直
）

花
押
）

　
　

石
上
寺
別
当
御
房
御
返
事

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ
き
な
お直

（
山や
ま
し
ろ
の
か
み

城
守
）。

石
上
寺
別
当
宛
て
に
出
さ
れ
た
、
石
上
寺
か
ら

の
巻か
ん
ず数

を
「
見け
ん
ざ
ん参

に
入
れ
」
た
旨
を
伝
え
る
礼
状

で
あ
る
巻
数
返
事
。
足
利
将
軍
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た

二
階
堂
が
作
成
し
た
も
の
。
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12
．
◎
二
階
堂
行
直
巻
数
返
事

　
　
　
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

□（伊
）勢
国
石
上
寺
御

巻
数
、
入
見
参
候
訖
、

仍
執
達
如
件

　

康
永
三
年
十
二
月
十
九
日
山
城
守
（（二
階
堂
行
直
）

花
押
）

　
　

別
当
御
房
御
返
事

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ
き
な
お直
（
山や
ま
し
の
ろ
か
み

城
守
）。

石
上
寺
別
当
宛
て
に
出
さ
れ
た
、
石
上
寺
か
ら

の
巻か
ん
ず数

を
「
見け
ん
ざ
ん参

に
入
れ
」
た
旨
を
伝
え
る
礼
状

で
あ
る
巻
数
返
事
。
足
利
将
軍
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た

二
階
堂
が
作
成
し
た
も
の
。
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13
．
◎
二
階
堂
行
元
巻
数
返
事

　
　
　
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

伊
勢
国
石
上
寺
恒
例

歳
末
巻
数
、
令
披
露

候
了
、
仍
執
達
如
件

　

貞
治
二
年
十
二
月
廿
六
日
中
務
少
輔
（（二
階
堂
行
元
）

花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ

き
も
と元

（
中な
か
つ
か
さ
し
ょ
う

務
少
輔
）。
石
上
寺
か
ら

の
巻か
ん
ず数
を
「
披
露
せ
し
め
」
た
旨
を
伝
え
る
礼
状

で
あ
る
巻
数
返
事
。

「
二
階
堂
行
元
巻
数
返
事
」（
№
13
～
17
）
が
、

室
町
幕
府
政
所
執
事
の
二
階
堂
行
元
が
関
わ
る
巻

数
返
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
上
寺
へ
の
祈
禱
願

主
・
巻
数
報
告
先
・
巻
数
返
事
作
成
者
は
、
足
利

将
軍
家
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
五
通
と
も
、「
仍

執
達
如
件
」
と
の
書
止
文
言
か
ら
奉ほ
う
し
ょ書
形
式
で
あ

り
、「
二
階
堂
行
直
巻
数
返
事
」（
№
10
～
12
）
と

同
様
、
足
利
将
軍
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
二
階
堂
が
作

成
し
た
巻
数
返
事
と
い
え
る
。
な
お
、
先
の
二
階

堂
行
直
と
行
元
は
兄
弟
で
あ
り
、
そ
の
父
は
、
鎌

倉
幕
府
政
所
執
事
の
二
階
堂
貞さ
だ
ひ
ら衡

で
あ
る
。
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14
．
◎
二
階
堂
行
元
巻
数
返
事

　
　
　
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

伊
勢
国
石
上
寺
歳
末

巻
数
、
入
見
参
候
了
、

仍
執
達
如
件

貞
治
三
年
十
二
月
廿
七
日
中
務
少
輔
（（二
階
堂
行
元
）

花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ
き
も
と元

（
中な
か
つ
か
さ
し
ょ
う

務
少
輔
）。

石
上
寺
か
ら
の
巻か
ん
ず数
を
「
見け
ん
ざ
ん参
に
入
れ
」
た
旨

を
伝
え
る
礼
状
で
あ
る
巻
数
返
事
。
足
利
将
軍
の

意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
二
階
堂
が
作
成
し
た
も
の
。
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15
．
◎
二
階
堂
行
元
巻
数
返
事

　
　
　
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

伊
勢
国
石
上
寺
歳
末

巻
数
、
入
見
参
候
了
、

仍
執
達
如
件

貞
治
四
年
十
二
月
廿
三
日
散
位
（（二
階
堂
行
元
）

花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ
き
も
と元

（
散さ
ん
い位

）。

石
上
寺
か
ら
の
巻か
ん
ず数
を
「
見け
ん
ざ
ん参
に
入
れ
」
た
旨

を
伝
え
る
礼
状
で
あ
る
巻
数
返
事
。
足
利
将
軍
の

意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
二
階
堂
が
作
成
し
た
も
の
。
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16
．
◎
二
階
堂
行
元
巻
数
返
事

　
　
　
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

伊
勢
国
石
上
寺
歳
末

御
祈
禱
巻
数
、
入
見
参

候
了
、
仍
執
達
如
件

貞
治
五
年
十
二
月
廿
三
日
散
位
（（二
階
堂
行
元
）

花
押
）

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ
き
も
と元
（
散さ
ん
い位
）。

石
上
寺
か
ら
の
巻か
ん
ず数

を
「
見け
ん
ざ
ん参

に
入
れ
」
た
旨

を
伝
え
る
礼
状
で
あ
る
巻
数
返
事
。
足
利
将
軍
の

意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
二
階
堂
が
作
成
し
た
も
の
。
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17
．
◎
二
階
堂
行
元
巻
数
返
事

　
　
　
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

伊
勢
国
石
上
寺
歳
末

御
祈
禱
巻
数
、
入
見
参

候
了
、
仍
執
達
如
件

　

応
安
元
年
十
二
月
廿
七
日
沙
弥
（（二
階
堂
行
元
・
行
照
）

花
押
）　

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
政
所
執

事
の
二
階
堂
行ゆ
き
も
と元

（
沙し
ゃ
み弥

）。「
沙
弥
」
の
名
称

は
、
出
家
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
法
名
は

行ぎ
ょ
う
し
ょ
う

照
。

石
上
寺
か
ら
の
巻か
ん
ず数
を
「
見け
ん
ざ
ん参
に
入
れ
」
た
旨

を
伝
え
る
礼
状
で
あ
る
巻
数
返
事
。
足
利
将
軍
の

意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
二
階
堂
が
作
成
し
た
も
の
。
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18
．
◎
飯
尾
為
頼
書
状

　
　
　
年
不
詳　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

御
進
上
御
巻
数
到
来
候
、

則
可
致
□
（
披
露
ヵ
）

□
□
、
弥
天
下

安
平
御
祈
禱
可
為
肝

要
候
、
明
春
者
、
早
々
祝
儀
可

申
承
候
、
恐
々
謹
言

　

三
月
廿
九
日　
　
　

為
頼
（（
飯
尾
為
頼
）

花
押
）

　
　

石
上
寺
別
当
御
返
報

発
給
者
で
あ
る
花
押
主
は
、
室
町
幕
府
奉
行
人

の
飯い
い

尾お

為た
め

頼よ
り

。

石
上
寺
か
ら
の
巻か
ん
ず数
が
到
着
し
た
の
で
、
披
露

す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
伝
え
る
書
状
。
披
露
相
手

は
、
足
利
将
軍
家
あ
る
い
は
室
町
幕
府
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
後
、
将
軍
家
な
い
し
幕
府
か
ら
巻
数
返

事
が
出
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。



22

和
田
大
輔
房
、
致
御
祈
禱

由
、
聞
食
了
、
尤
神
妙
、
猶
早
可

致
精
誠
者
、

天
気
如
此
、
悉
之
、
以
状

　

正
平
七
年
正
月
廿
八
日
左
中
将
（
花
押
）

19
．
◎
後
村
上
天
皇
綸
旨

　
　
　
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

発
給
者
は
蔵く
ろ
う
ど人

の
左
中
将
で
あ
る
が
具
体
的
な

人
物
は
不
詳
。
綸り
ん
じ旨

の
特
徴
で
あ
る
、
後
村
上
天

皇
の
意
向
で
あ
る
こ
と
を
示
す「
天
気
」の
語
、「
天

気
」
で
改
行
す
る
平へ
い
し
ゅ
つ出、

ま
た
宿し
ゅ
く
し紙

の
使
用
が
み

ら
れ
る
。
天
皇
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
左
中
将
が
作
成

し
た
も
の
で
、
奉ほ
う
し
ょ書

形
式
を
と
る
。

内
容
は
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
が
、
石
上
寺
の

祈
禱
を
賞
し
、
引
き
続
き
真
心
を
込
め
て
祈
禱
す

べ
き
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
。
宛
所
を

具
体
的
に
石
上
寺
の
「
和
田
大た
い
ふ輔
房
」
と
記
し
て

お
り
、
寺
の
関
係
者
の
名
前
が
わ
か
る
こ
と
は
興

味
深
い
。

ま
た
、「
後
村
上
天
皇
綸
旨
」（
№
19
・
20
）
は
、

南
北
朝
の
一
時
的
な
和
平
と
な
っ
た
正し
ょ
う
へ
い
い
っ
と
う

平
一
統
の

期
間
に
発
給
さ
れ
た
。こ
れ
ら
の
綸
旨
の
背
景
に
、

南
朝
勢
力
の
拡
大
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

（
５
）
石
上
寺
の
祈
禱
～
南
朝
～

　

南
朝
の
後
村
上
天
皇
の
綸り
ん
じ旨
。
石
上
寺

に
祈
禱
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
上

寺
が
南
朝
方
か
ら
も
外げ

護ご

を
受
け
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
文
書
群
で
あ
る
。
ま

た
、
南
北
朝
の
一
時
的
な
和
平
が
成
立
し

た
正

し
ょ
う
へ
い
い
っ
と
う

平
一
統
下
の
綸
旨
で
は
あ
る
が
、
北

朝
・
室
町
幕
府
勢
力
下
に
あ
っ
た
鈴
鹿
郡

に
も
、
南
朝
勢
力
が
及
ん
で
き
た
様
を
う

か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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石
上
寺
別
当
致
御
□
（
祈
禱
ヵ
）□

由
、
聞
食
了
、
□（尤
神
妙
）

□
□
、
猶
早
可

致
精
誠
者
、

天
気
如
此
、
悉
之
、
以
状
、

　

正
平
七
年
正
月
廿
八
日
左
中
将
（
花
押
）

20
．
◎
後
村
上
天
皇
綸
旨

　
　
　
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

発
給
者
は
蔵く
ろ
う
ど人
の
左
中
将
で
あ
る
が
具
体
的
な

人
物
は
不
詳
。
綸り
ん
じ旨
の
特
徴
で
あ
る
、
後
村
上
天

皇
の
意
向
で
あ
る
こ
と
を
示
す「
天
気
」の
語
、「
天

気
」
で
改
行
す
る
平へ
い
し
ゅ
つ出、

ま
た
宿し
ゅ
く
し紙

の
使
用
が
み

ら
れ
る
。
天
皇
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
左
中
将
が
作
成

し
た
も
の
で
、
奉ほ
う
し
ょ書

形
式
を
と
る
。

内
容
は
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
が
、
石
上
寺
の

祈
禱
を
賞
し
、
引
き
続
き
真
心
を
込
め
て
祈
禱
す

べ
き
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
。

な
お
、
本
文
冒
頭
が
、
料
紙
の
右
端
に
あ
り
、

余
白
が
全
く
な
い
。
同
日
付
の
「
後
村
上
天
皇
綸

旨
」（
№
19
）
と
比
較
す
る
と
、
余
白
の
な
さ
は

明
白
で
あ
る
。
右
端
の
処
理
が
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
切
断
さ
れ
た
可
能
性
を

指
摘
で
き
る
。
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21
．
◎
石
上
寺
文
書
目
録

　
　
　
年
不
詳　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

石
上
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
の
目
録
と
考

え
ら
れ
る
。
列
記
さ
れ
る
文
書
名
に
は
、
様
々
な

人
名
が
あ
り
、
彼
ら
が
石
上
寺
と
関
係
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
文
書

か
ら
、
寺
領
の
寄
進
や
巻か
ん
ず数

な
ど
を
介
し
た
関
係

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

（
６
）
石
上
寺
の
文
書
目
録

　

石
上
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
目
録

二
点
。
現
在
確
認
で
き
な
い
内
容
の
文
書

名
も
み
ら
れ
、
中
世
の
石
上
寺
の
活
動
の

一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
、
文
書
名
に
記
さ
れ
る
発
給
者
名
か

ら
は
、
南
北
朝
時
代
の
石
上
寺
と
関
係
の

あ
っ
た
人
物
が
想
定
で
き
、
興
味
深
い
。

　

な
お
、
石
上
寺
文
書
は
、
指
定
点
数

二
十
点
で
あ
る
が
、
資
料
の
実
数
は

二
十
一
点
と
な
る
。
そ
れ
は
、
指
定
点
数

で
は
資
料
の
実
数
と
し
て
二
点
あ
る
目
録

を
、
元
来
、
一
通
の
文
書
目
録
（
№
21
・

22
）
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

御
代
々
性　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
録
之
事

一
和
田
庄
□

　

右
大
性
軍　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
年
□
月
十
二
日

　

同
時
北
条　
　
　
　
　

守
平

一
石
上
内
荒　
　
　
　
　

知

　

鎌
倉
御
判　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
中
原
建
保
元
年
三
月
三
日

　

同
時
寄
進
□
□
堵
御
下
知

一
石
上
相
論
時　
　
　
　

守
平
御
判
三
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
両
御
判

　

左
京
権
大　
　
　
　
　
　
　

□（
判
三
）□
通

　

西
明
寺
殿　
　
　
　
　
　
　
□
応
元
年

　

越
後
守
平
時
盛
御
判
二
通
延
応
元
年

　

越
後
守
平　
　
　
　

���

判
延
応
元
年��　
　
　
　
　
両
度

　

相
模
守
平

　

前
武
蔵
守
後
永
恩
寺
禅
門
御
判　

正
応
元
年
十
二
月
廿
日

　

相
模
守　
後
最
勝
薗
寺
禅
門
御
判

一
尊
氏
性
軍
御
判
二
通

　

宝
篋
院
殿
中
性
軍
御
判
観
応
二
年
正
月
十
三
日

十
二
月
五
日

同
七
日

十
月
廿
六
日

十
二
月
廿
五
日

十
月
廿
六
日

十
二
月
廿
五
日

御
判

元
久
元
年
十
二
月
廿
三
日

建
武
三
年
八
月
廿
九
日

文
和
四
年
正
月
十
三
日
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22
．
◎
石
上
寺
文
書
目
録

　
　
　
年
不
詳　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

石
上
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
の
目
録
と
考

え
ら
れ
る
。
列
記
さ
れ
る
文
書
名
に
は
、「
仁
木

義
長
禁
制
」（
№
７
）
や
「
某
寄
進
状
」（
№
３
）

に
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、

最
終
行
に
は
「
巻
数
之
御
返
事
」
と
あ
り
、（
４
）

で
取
り
上
げ
た
巻か
ん
ず
へ
ん
じ

数
返
事
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
十
日

一
御
制
札
御
下
知
并
御
寄
進
御
判
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
八
月
廿
一
日

　

性
軍
家
御
判　
　

�

建
武
四
年
三
月
日

一
将
軍
家　
　
　
　

護
所
殿
之
御
判
在

　

正
員
当
国
守
護
上
野
入
道
殿　

畠
山
殿
ト
申
候

　
　
　
　

石
上
寺
別
当
御
房
ト
御
返
事
在

　

錦
小
路
殿
御
寄
進
御
判　

貞
和
二
年
三
月
日

　
　
　
　
　

下
和
田
庄
下
司
殿
在
、
同
時
左
衛
門
尉
郡
清
在
判

　

仁
木
右
馬
権
助
殿
御
判　

当
国
守
護

　
　
　
　
　
　
　

将
軍
家
一
族　

康
永
元
年
七
月
日

一
将
軍
代
源
御
判
一
通
御
制
札　

永
和
二
年
六
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　

一
通
御
寄
進
状
惣
案
堵

　

武
蔵
守
頼
之
御
判
三
通　

応
安
三
年
同
四
年
同
五
年

　

御
寄
進
状
萩
野
一
通　
　

正
元
元
年
六
月
日

　
　
　
　

同
検
注
使
判
在　

正
和
五
年
十
二
月
十
八
日

一
毎
年

　
　

公
方
様
□
進
上
巻
数
之
御
返
事
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２　
中
世
の
合
戦
と
武
功

南
北
朝
時
代
の
動
乱
期
に
お
け
る
合
戦
と
武
功
に
対
す
る
褒
賞
の
具
体
的
な

様
子
を
読
み
解
け
る
文
書
群
を
紹
介
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
建
武
の
新
政
、
そ
し

て
鎌
倉
幕
府
執
権
で
あ
っ
た
北
条
高
時
の
子
、
時
行
が
幕
府
復
活
を
は
か
っ
た

反
乱
で
あ
る
中
先
代
の
乱
、
室
町
幕
府
の
成
立
と
い
っ
た
、
後
醍
醐
天
皇
方
と

足
利
尊
氏
方
の
め
ま
ぐ
る
し
い
戦
い
が
続
い
た
建
武
年
間
の
文
書
三
通
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
伊
勢
国
一
志
郡
大お

お

阿あ

射ざ

賀か

の
一
分
地
頭
で
あ
る
波
多
野
が
、

自
ら
が
参
加
し
た
中
世
の
戦
い
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
室
町
時
代
後
期
の
口く

ぜ
ん宣

案
は
、
波
多
野
家
の
人
物
を
叙
任
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
他
三
通
と
は
時
期
差
が
あ
り
、
波
多
野
家
の
次
世
代
の
人
物
に

対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
武
功
で
つ
な
が
っ
た
関
係
が
継
続
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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23
．
◎
波
多
野
蓮
寂
軍
忠
状

　
　
　
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

波
多
野
七
郎
入
道
蓮
寂
の
山
城
国
で
の
戦
い
に

関
す
る
軍
ぐ
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

忠
状
。
建
武
三
年
六
月
十
九
日
に
桂

で
、
三
十
日
に
富
小
路
か
ら
大
宮
ま
で
、
そ
し
て

鞍
馬
口
で
眼
前
に
お
い
て
戦
っ
た
。
そ
の
後
、
竹

田
河
原
や
大
和
大
路
な
ど
で
戦
い
、
首
一
つ
を

討
ち
取
っ
た
。
仕
え
る
上う
え

杉す
ぎ

重し
げ

能よ
し

に
こ
れ
ら
の

軍
功
を
報
告
し
、
認
め
て
も
ら
い
、
証し
ょ
う
は
ん判

を
も

ら
っ
て
今
後
の
手
本
と
し
た
い
と
波
多
野
は
記

す
。
上
杉
は
、
波
多
野
の
出
し
た
文
書
に
、
自
ら

「
承
う
け
た
ま
わ
り
そ
う
ろ
う
お
わ
ん
ぬ

候
了
」
と
書
い
て
花
押
を
据
え
、
波
多

野
へ
返
信
し
て
お
り
、
勘か
ん
べ
ん返
状
の
形
式
と
な
っ
て

い
る
。

波
多
野
は
、
自
ら
「
伊
勢
国
大
阿
射
賀
一
分
地

頭
」
と
名
乗
っ
て
お
り
、
一
志
郡
大お
お

阿あ

射ざ

賀か

（
松

阪
市
大
阿
坂
町
）
に
本
拠
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

伊
勢
国
大（一
志
郡
）

阿
射
賀
一
分
地
頭
波
多
野
七
郎

入
道
蓮
寂
謹
申
、
自
去
月
十
九
日
属
御
手
、

於
桂
致
軍
忠
畢
、
次
同
卅
日
、
自
冨
（
冨
ヵ
）小

路
、
大
宮

迄
、
至
鞍
馬
口
、
於
御
眼
前
致
合
戦
忠
畢
、
次

於
竹
田
河
原
・
大
和
大
路
以
下
所
々
抽
軍
忠
、
頸
一

打
取
之
段
、
皆
以
御
見
知
之
上
者
、
賜
御
証
判
、
為

備
向
後
亀
鏡
、
恐
々
言
上
、
如
件
、

　
　

建
武
三
年
七
月
一
日

　
　
　
　
（
別
筆
）

　
　
　
　
「
承
候
了
（（
上
杉
重
能
）

花
押
）」
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24
．
◎
足
利
尊
氏
感
状

　
　
　
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

　
　
　
（（
足
利
尊
氏
）

花
押
）

波
多
野
七
郎
入
道
連
（
マ
マ
）寂

軍
忠
神
妙
、
可
有

恩
賞
之
状
、
如
件

　

建
武
三
年
七
月
一
日

花
押
主
で
あ
る
足
利
尊
氏
が
、
波
多
野
七
郎
入

道
蓮
寂
の
軍
忠
を
褒
め
、
恩
賞
を
与
え
る
旨
を
記

し
た
感か
ん
じ
ょ
う状。

本
文
書
は
、
波
多
野
が
自
ら
の
軍
功
を
仕
え
る

上
杉
に
報
告
、
承
認
さ
れ
た
「
波
多
野
蓮
寂
軍
忠

状
」（
№
23
）
と
同
日
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
足
利
尊
氏
―
上
杉
重
能
―
波
多
野
七
郎

入
道
蓮
寂
と
い
う
主
従
関
係
が
あ
り
、
波
多
野
が

足
利
軍
と
し
て
戦
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
波
多
野
蓮
寂
軍
忠
状
」（
№
23
）
と
「
足
利
尊

氏
感
状
」（
№
24
）
は
、
建
武
の
新
政
、
中
先
代

の
乱
（
鎌
倉
幕
府
執
権
で
あ
っ
た
北
条
高
時
の
子

の
時
行
が
鎌
倉
幕
府
復
活
を
は
か
っ
た
反
乱
）、

そ
し
て
室
町
幕
府
の
成
立
と
後
醍
醐
天
皇
方
と
足

利
尊
氏
方
の
め
ま
ぐ
る
し
い
戦
い
が
続
い
た
時
期

の
文
書
で
あ
る
。
武
功
に
は
恩
賞
で
応
え
る
と
い

う
形
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
発
給
者
で
あ
る
尊
氏
を
示
す
も
の
は
袖

判
の
み
、
宛
先
不
記
載
と
い
う
形
式
で
作
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
形
式
は
、
波
多
野
に
対
し
て
薄
礼

で
あ
り
、
尊
氏
が
尊
大
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
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25
．
◎
波
多
野
景
綱
官
途
申
状

　
　
　
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
「（（
足
利
義
詮
）

花
押
）」

　

波
多
野
三
郎
景
綱
申
官
途
事
、

　
　

右
衛
門
尉

右
為
預
御
吹
挙
、
恐
々
言
上
、
如
件

　
　

観
応
二
年
二
月
十
八
日

波
多
野
三
郎
景
綱
が
、
官か
ん
と途

「
右う
え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
」
を

希
望
し
、
推
挙
を
願
う
旨
を
記
し
た
上
申
文
書
に

対
し
、
足
利
尊
氏
の
息
子
で
あ
る
足
利
義よ
し
あ
き
ら詮（

後

に
二
代
室
町
幕
府
将
軍
と
な
る
）
が
花
押
を
据
え

て
、
波
多
野
へ
の
返
事
と
し
た
文
書
。
つ
ま
り
、

義
詮
は
、
袖
判
を
も
っ
て
、
波
多
野
の
官
途
推
挙

を
了
承
し
た
の
で
あ
る
。

本
文
書
は
、
足
利
尊
氏
方
と
弟
の
直た
だ
よ
し義

方
で

争
っ
た
室
町
幕
府
の
内
部
分
裂
で
あ
る
、
観か
ん
の
う応
の

擾じ
ょ
う
ら
ん

乱
の
期
間
に
発
給
さ
れ
て
お
り
、
乱
に
お
い
て

波
多
野
は
尊
氏
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。



31

26
．
◎
口
宣
案

　
　
　
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

（
端
裏
）

「
口
宣
案
」

上
卿　

中
院
大（通
淳
）
納
言

文
安
元
年
八
月
十
一
日
宣
旨

　

杢
允
藤
原
景
長

　
　

宜
任
右
衛
門
少
尉

　
　
　

蔵
人
左
中
弁
藤（坊
城
）原俊

秀
奉

文
安
元
年
八
月
十
一
日
に
後
花
園
天
皇
が
発
し

た
宣せ
ん
じ旨
の
内
容
を
上し
ょ
う
け
い卿の
中
院
大
納
言（
源
通
淳
）

に
伝
え
る
に
あ
た
り
、
蔵く
ろ
う
ど人

の
左
中
弁
藤
原
俊
秀

（
坊
城
俊
秀
）
が
作
成
し
た
口く
ぜ
ん
あ
ん

宣
案
。
宣
旨
の
内

容
は
、
杢
も
く
の
じ
ょ
う

允
の
藤
原
景
長
を
右う
え
も
ん
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

衛
門
少
尉
に
任
命

す
る
と
い
う
も
の
。

口
宣
案
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、端
裏
に「
口

宣
案
」、
渡
す
べ
き
相
手
を
端
に
「
上
卿　

中
院

大
納
言
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
皇
の
意
を

伝
え
る
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
料
紙
は
宿し
ゅ
く
し紙

を

用
い
る
。

本
来
は
、
天
皇
の
意
を
聞
い
た
蔵
人
が
、
上
卿

に
そ
の
意
を
伝
え
、
天
皇
の
意
を
奉
う
け
た
ま
わ

っ
た
上
卿

が
文
書
と
し
て
発
給
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
南

北
朝
時
代
に
は
、
補
任
等
を
あ
ら
か
じ
め
伝
え
る

役
割
で
あ
っ
た
口
宣
案
は
、
正
式
な
文
書
の
発
給

が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
蔵
人
が
作
成
し
た

口
宣
案
の
み
で
正
式
文
書
と
扱
う
よ
う
に
な
る
。

本
文
書
も
そ
う
し
た
重
要
な
役
割
を
も
っ
た
役
職

任
命
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
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３　
伊
勢
国
守
護
と
伊
勢
国
司

　

南
北
朝
時
代
の
伊
勢
国
で
は
、
室
町
幕
府
に
任
命
さ
れ
た
北
朝
方
の
伊
勢
国

守
護
と
南
朝
方
の
伊
勢
国
司
の
北
畠
氏
が
、
勢
力
争
い
を
繰
り
広
げ
た
。
歴
代

の
伊
勢
国
守
護
の
中
で
も
武
に
優
れ
、
北
朝
方
の
勢
力
拡
大
を
は
か
り
、
一
時

期
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
仁に

き木
義よ
し
な
が長
。
そ
し
て
時
期
は
下
り
、
伊
勢
国
司
の
北

畠
氏
と
敵
対
し
た
伊
勢
国
人
領
主
長
野
氏
。
南
北
朝
時
代
か
ら
戦
国
時
代
末
期

ま
で
の
伊
勢
国
支
配
を
争
っ
た
伊
勢
国
守
護
と
伊
勢
国
司
、
伊
勢
国
司
と
国
人

領
主
の
文
書
か
ら
、
当
時
の
伊
勢
国
の
様
子
を
垣
間
見
る
。
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27
．
◎
仁
木
義
長
書
下

　
　
　
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）　

石
上
寺
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

祈
禱
之
事
、
可
被
致
精

誠
之
状
、
如
件

　

康
永
元
年
七
月
廿
二
日
右
馬
権
助
（（
仁
木
義
長
）

花
押
）

　
　
（
貼
紙
）

　
「
仁
木
右
馬
権
助
殿
御
教
書

　

��

当
国
守
護
正
員
之
御
判　

」

　

石
上
寺

発
給
者
は
、
花
押
主
で
あ
る
伊
勢
国
守
護
の
仁に

木き

義よ
し

長な
が

（
右う
め
ご
ん
の
す
け

馬
権
助
）。

仁
木
義
長
が
、
石
上
寺
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
を

命
じ
た
直じ
き
じ
ょ
う状で

あ
る
。

本
文
書
を
発
給
し
た
康
永
元
年
に
は
、「
仁
木

義
長
禁
制
」（
№
７
）
も
出
し
て
い
る
。
祈
禱
命

令
と
禁き
ん
ぜ
い制
を
ほ
ぼ
同
時
に
発
給
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
仁
木
義
長
が
石
上
寺
の
外げ

護ご

者し
ゃ

で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
室
町
幕
府
に
任
命
さ
れ
た
伊
勢
国
守
護

が
石
上
寺
宛
て
に
文
書
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
仁
木
が
守
護
で
あ
っ
た
時
期
、
鈴
鹿
郡
が
北

朝
方
の
幕
府
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
１
）
伊
勢
国
守
護
仁
木
義
長

　

仁に

木き

義よ
し

長な
が

は
、
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）

か
ら
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
ま
で
一
度

目
の
伊
勢
国
守
護
に
任
じ
ら
れ
た
。
任
命

さ
れ
た
初
年
の
康
永
元
年
七
月
二
十
二
日

に
石
上
寺
に
祈
禱
を
命
じ
た
書か

き
く
だ
し下（
鎌
倉

時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
守
護
な
ど

が
命
令
を
下
達
し
た
文
書
）、
同
月
に
石
上

寺
へ
の
乱
入
狼
藉
に
か
か
る
禁
制
、
九
月

に
波
多
野
蓮
寂
軍
忠
状
を
出
し
て
い
る
。

石
上
寺
の
あ
る
鈴
鹿
郡
、
合
戦
で
勝
利
し

た
飯
高
郡
や
度
会
郡
と
い
っ
た
南
勢
地
域

が
、
仁
木
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
北
朝
・

室
町
幕
府
方
の
動
き
が
わ
か
り
、
そ
の
力

の
及
ん
だ
範
囲
を
示
す
文
書
で
あ
る
。
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28
．
◎
波
多
野
蓮
寂
軍
忠
状

　
　
　
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

波
多
野
七
郎
入
道
蓮
寂
申
軍
忠
事
、

　

欲
早
賜
御
証
判
、
備
後
証
亀
鏡
間
事
、

右
、
去
月
十
九
日
御
発
向
、
伊
勢
国
玉
丸
城
之
間
、

於
南
面
責
口
所
、
致
日
夜
軍
忠
也
、
同
廿
九
日
可

罷
向
坂
内
城
之
由
、
被
仰
下
之
間
、
即
令
発
向
、
追
落

凶
徒
等
畢
、
云
玉
丸
、
云
坂
内
、
忠
節
皆
以
同
所
合
戦

間
、
中
村
大
炊
蔵
人
貞
員
被
申
注
進
哉
、
然
早
賜

御
証
判
、
備
後
証
、
弥
為
抽
軍
忠
、
恐
々
言
上
、
如
件

　

康
永
元
年
九
月　

日

　
　
　
　
（
別
筆
）

　
　
　
　
「
承
候
了
（（
仁
木
義
長
）

花
押
）」

波
多
野
七
郎
入
道
蓮
寂
の
玉た

ま
る
じ
ょ
う

丸
城
・
坂さ
か
な
い
じ
ょ
う

内
城
で

の
戦
い
に
関
す
る
軍
ぐ
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

忠
状
。
波
多
野
は
、
康
永
元

年
八
月
十
九
日
に
玉
丸
城
（
玉
城
町
田
丸
）
の
南

面
責せ
め
く
ち口

で
、
二
十
九
日
に
は
坂
内
城
（
松
阪
市
阪

内
町
）
で
戦
い
、
南
朝
方
を
追
い
落
と
し
た
旨
の

軍
忠
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、こ
の
軍
功
の
報
告
は
、

す
で
に
中
村
大お
お
い炊
蔵く
ろ
う
ど人
貞
員
に
報
告
し
た
の
で
、

中
村
か
ら
の
注
進
が
あ
っ
た
か
確
認
す
る
と
と
も

に
、
軍
忠
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
に
対

し
、
伊
勢
国
守
護
の
仁に

き木
義よ
し
な
が長

は
、
波
多
野
の
出

し
た
文
書
に
、
自
ら
「
承
う
け
た
ま
わ
り
そ
う
ろ
う
お
わ
ん
ぬ

候
了
」
と
書
い
て

花
押
を
据
え
、
波
多
野
へ
返
信
し
て
お
り
、
勘か
ん
べ
ん返

状
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
。

南
朝
方
と
の
戦
い
が
膠
着
状
態
と
な
っ
た
康
永

元
年
、仁
木
が
伊
勢
国
守
護
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

北
朝
・
室
町
幕
府
方
の
攻
勢
が
始
ま
る
。
そ
の
ひ

と
つ
が
玉
丸
城
と
坂
内
城
で
の
合
戦
で
あ
る
。
幕

府
方
は
こ
の
合
戦
で
勝
利
を
収
め
た
が
、
そ
の
勝

因
の
ひ
と
つ
に
伊
勢
国
守
護
の
仁
木
の
軍
勢
で
あ

る
波
多
野
の
軍
功
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
文

書
は
、
合
戦
参
加
者
が
自
ら
書
き
記
し
た
戦
い
の

具
体
的
な
様
子
が
わ
か
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
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29
．
◎
北
畠
天
祐
書
状

　
　
　
年
不
詳　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）（

端
裏
）

「　

��　
　
　
　
　
　
（
黒
印
）

　
　
　
　
（
切
封
墨
引
線
跡
）」

就
先
日
帰
住
、
為
礼
儀

仙
幢
寺
被
越
置
候
、
殊

馬
・
太
刀
到
来
、
喜
悦
候

条
々
、
鳥
屋
尾
石（満
栄
）

見
守

可
申
候
也
、
謹
言

　

七
月
廿
七
日
（
（
北
畠
天
祐（
具
国
））

花
押
）　

　
　
　

雲
林
院
入
道
と
の
へ

花
押
主
で
あ
る
北き
た
ば
た
け
て
ん
ゆ
う

畠
天
祐
か
ら
、
雲う

じ

い
林
院

入に
ゅ
う
ど
う
道
へ
出
さ
れ
た
書
状
。

北
畠
天
祐
（
具
国
）
が
、
先
日
、
雲
林
院
入

道
か
ら
仙せ
ん
ど
う
じ

幢
寺
へ
贈
り
物
を
も
ら
い
、
な
か
で

も
、
馬
・
太
刀
を
贈
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
非
常

に
喜
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
旨
を
家
臣
の

鳥と
り
や
お

屋
尾
石い
わ
み
の
か
み

見
守
満み
つ
ひ
で栄
が
伝
え
る
こ
と
を
記
し
た
礼

状
。北

畠
天
祐
は
、伊
勢
国
司
北
畠
家
七
代
。
親
平
、

具
国
、
晴は
る
と
も具

と
改
名
し
、
出
家
後
は
法
名
の
天
祐

を
名
乗
っ
た
。
ま
た
、舞
台
と
な
っ
た
仙
幢
寺（
伝

仙
幢
寺
跡
：
津
市
芸
濃
町
小
野
平
）
は
、
長
野
氏

の
菩
提
寺
で
あ
る
。
雲
林
院
氏
は
、
長
野
氏
の
一

族
で
あ
る
こ
と
か
ら
、仙
幢
寺
と
も
関
係
が
あ
り
、

今
回
の
舞
台
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

長
野
氏
・
雲
林
院
氏
は
、
北
畠
氏
と
対
立
し
て

い
た
が
、
戦
国
時
代
末
期
に
は
、
北
畠
氏
の
勢
力

下
に
お
さ
ま
る
。
本
文
書
は
年
不
詳
で
あ
る
が
、

北
畠
と
雲
林
院
の
交
流
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
検

討
材
料
と
な
る
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

（
２
）
伊
勢
国
司
北
畠
氏

　

伊
勢
国
司
の
北
畠
氏
に
関
連
す
る
文
書

二
通
で
あ
る
。
伊
勢
国
司
は
、
北
畠
親
房

が
伊
勢
国
に
入
り
、
三
男
の
顕あ

き
よ
し能

を
国
司

に
任
じ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
伊
勢
国
司
の
北き

た
ば
た
け
て
ん
ゆ
う

畠
天
祐
（
具
国
）

の
書
状
と
、
伊
勢
国
人
領
主
の
長
野
家

十
五
代
の
長な

が
の
ふ
じ
さ
だ

野
藤
定
の
書か
き
く
だ
し下を

取
り
上
げ

る
。
伊
勢
国
司
北
畠
家
七
代
北
畠
天
祐
・

八
代
具と

も
の
り教
と
長
野
藤
定
は
、
天
文
か
ら
永

禄
期
に
戦
い
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
そ
の

両
者
が
発
給
し
た
文
書
を
紹
介
し
、
波
多

野
家
文
書
が
伝
え
る
戦
国
時
代
末
期
の
中

勢
の
様
子
を
考
え
て
み
た
い
。
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30
．
◎
長
野
藤
定
書
下

　
　
　
年
不
詳　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

就
今
度
不
慮
之
題
目

雖
不
謂
子
細
候
、
山
南
之
内
、
卅

五
石
、
我
々
方
江
合
点
、
令
悦

喜
候
、
来
年
儀
、
無
別
状

可
還
付
候
、
仍
為
後
日
、
如
件

　

十
一
月
廿
八
日　

藤
定
（（
長
野
藤
定
）

花
押
）

　
　
　
　

忍
田
親
類
被
官
中

花
押
主
で
あ
る
長な

が
の
ふ
じ
さ
だ

野
藤
定
か
ら
、
忍お
し
だ田

親
類
被

官
中
へ
出
さ
れ
た
書か
き
く
だ
し下。

今
回
、
不
意
に
起
こ
っ
た
件
に
つ
い
て
、
詳
細

を
説
明
し
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
山
南
の

三
十
五
石
を
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い

る
こ
と
、
来
年
に
は
返
却
す
る
こ
と
を
長
野
藤
定

が
、
土
地
提
供
者
の
忍
田
親
類
被
官
中
へ
約
束
し

た
文
書
。

長
野
藤
定
は
、
伊
勢
国
人
領
主
長
野
家
十
五
代

で
、
伊
勢
国
司
北
畠
氏
と
戦
い
を
繰
り
広
げ
、
最

終
的
に
永
禄
元
年（
一
五
五
八
）に
北
畠
具と
も
の
り教（

伊

勢
国
司
北
畠
家
八
代
）
と
和
議
を
結
ん
だ
人
物
。

宛
所
の
忍
田
は
、
忍
田
（
津
市
芸
濃
町
忍
田
）
の

あ
た
り
を
治
め
た
人
物
で
、
長
野
氏
の
一
族
で
あ

る
雲う

じ

い
林
院
氏
の
最
盛
期
に
与
力
と
し
て
配
下
に
属

し
た
と
い
う
。
本
文
書
の
背
景
な
ど
は
不
明
で
あ

る
が
、
戦
国
時
代
末
期
の
伊
勢
国
の
様
子
で
あ
る

こ
と
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。



38



39

　
　
　
４　
室
町
時
代
の
文
化

　

波
多
野
家
に
伝
わ
っ
た
蹴け
ま
り鞠
と
暦
の
吉
凶
に
関
す
る
伝
授
状
二
通
を
紹
介
す

る
。
室
町
時
代
、
な
か
で
も
戦
国
時
代
に
地
方
の
武
家
が
学
ん
だ
文
化
が
わ
か

る
。
波
多
野
家
が
学
ん
だ
蹴
鞠
、
暦
の
吉
凶
は
、
古
代
で
は
貴
族
が
取
り
入
れ

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
に
な
る
と
、
蹴
鞠
は
芸
道
と
し
て
完
成
し
、
武

士
が
行
う
も
の
と
な
っ
た
。
暦
の
吉
凶
も
、
戦
い
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
、
中
世
の
武
士
に
と
っ
て
必
要
な
素
養
で
あ
り
、
波
多
野
家
も

身
に
つ
け
る
よ
う
努
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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31
．
◎
平
秀
盛
伝
授
蹴
鞠
図

　
　
　
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

（
別
筆
）

「
不
可
有
弓
矢
之
他
伝
候　

平
兵
部
少
輔
」

八
境
図

（
別
筆
）

「
日
本
国
中
大
小
神
々
不
残
申
候
」

　
　
　
　
　
　

以
墨
為
正
分

両
分
図

　
　
　
　
　
　

以
朱
為
次
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
筆
）

伝
宋
（
飛
鳥
井
雅
康
）

世
（（
雅

親

）


花
押
影
）　　
「
八
幡
大
菩
薩
候
千
疋
太
刀
一
腰
之
者
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　���

可
論
候
」

対
縮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
正
七
年
五
月
五
日
秀
盛
（
花
押
）

　
　
　

波
多
野
小
四
郎
殿

花
押
主
で
あ
る
平
秀
盛
か
ら
、
波
多
野
小
四
郎

へ
出
さ
れ
た
伝
授
状
。

「
伝
宋
世
」の「
宋
世
」は
、飛あ

す
か
い
ま
さ
や
す

鳥
井
雅
康
、「
宋
世
」

の
下
の
花
押
は
、
雅
康
の
兄
で
飛
鳥
井
家
八
代
の

雅ま
さ
ち
か親
を
さ
し
て
お
り
、
花
押
は
雅
康
に
よ
る
写
と

考
え
ら
れ
る
。
飛
鳥
井
家
の
名
前
と
花
押
影
、
図

な
ど
か
ら
、
飛
鳥
井
流
の
蹴け
ま
り鞠
の
伝
授
状
と
み
ら

れ
る
。
武
家
で
あ
っ
た
波
多
野
家
で
、
蹴
鞠
が
学

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
文
書
で
あ
る
。

伝
授
状
に
は
、
弓
矢
や
神
、
八
幡
大
菩
薩
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
別
筆
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ

ら
が
、
伝
授
の
内
容
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る

か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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32
．
◎
秘
伝
書

　
　
　
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）　

波
多
野
貞
雄
家
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
寄
託
）

人
物
不
詳
の
花
押
主
か
ら
波
多
野
小
三
郎
へ
出

さ
れ
た
文
書
。

冒
頭
に
、
多
額
の
金
銭
で
あ
っ
て
も
こ
の
内
容

を
伝
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
師
弟
の
関
係
で

あ
っ
て
も
一
人
以
外
は
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
旨

を
記
す
こ
と
か
ら
、
以
下
の
内
容
が
、
一
子
相
伝

の
伝
授
状
と
考
え
ら
れ
る
。伝
授
さ
れ
た
内
容
は
、

白
黒
の
星
の
図
に
続
き
、
白
き
星
で
あ
れ
ば
懸
か

る
が
吉
、
黒
き
星
で
あ
れ
ば
待
つ
が
吉
、
な
ど
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
占
術
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い

か
と
み
ら
れ
る
。
地
方
の
武
家
に
も
、
吉
凶
を
占

う
文
化
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

う
ち
は
の
大
事
、
せ
ん
き
ん
を
は
け
ま

す
と
も
、
ゆ
め

く
ゆ
る
す
へ
か
ら
す
、
弟
師
の

け
い
や
く
ハ
有
と
言
共
、
一
人
な
ら
て
ハ
ゆ
る
す
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ら
す

し
ろ
き
ほ
し
ハ
懸
吉
、
く
ろ
き
ほ
し
ハ
待
吉
、

家
を
出
ハ
前
後
之
不
同

　
　
　
　
　
　
　
　
（
太
郎
右
衛
門
カ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　

永
禄
八
乙
年
三
月
廿
一
日
ニ
移
候
也
、

　
　
　
　

丑

　
　
　
　
　
　

波
多
野
小
三
郎
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５　
伊
勢
国
と
豊
臣
秀
吉

　

天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
豊
臣
秀
吉
。
秀
吉
家
臣
の
亀
山
逗
留
に
か
か
る
奉ほ
う

書し
ょ

と
秀
吉
の
朱
印
状
か
ら
、
秀
吉
期
の
伊
勢
国
支
配
の
様
子
を
読
み
解
く
。

　

な
か
で
も
、
秀
吉
が
天
下
統
一
後
に
進
め
た
太
閤
検
地
に
注
目
し
た
い
。
伊

勢
国
で
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
七
月
か
ら
九
月
上
旬
、
鈴
鹿
郡
で
は
、

八
月
十
二
日
か
ら
九
月
初
旬
に
行
わ
れ
た
。
検
地
に
よ
り
変
化
が
生
じ
た
領
地

名
や
石
高
、
ま
た
大
名
へ
の
領
地
宛あ

て
が
い行

を
通
じ
た
地
方
支
配
の
具
体
的
な
状
況

を
考
え
た
い
。
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33
．
○
豊
臣
秀
吉
奉
行
人
奉
書

　
　
　
年
不
詳　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

　

以
上

水
原
石
見
守
、
五
拾

人
之
御
扶
持
方
并

馬
弐
疋
、
飼
料
、
於

亀
山
逗
留
中
、
慥

可
被
相
渡
候
、
以
上
、

　

七
月
廿
一
日
長
大
（（
長
束
正
家
）

花
押
）

　
　
　
　
　
　

増
右
（（
増
田
長
盛
）

花
押
）

　
　
　
　
　
　

徳
善
院
（（
前
田
玄
以
）

黒
印
）

　

岡
本
三
休
参

長な
つ
か
ま
さ
い
え

束
正
家
・
増ま
し
た
な
が
も
り

田
長
盛
・
前ま
え
だ
げ
ん
い

田
玄
以
が
、
豊
臣

秀
吉
の
意
向
を
岡
本
三さ
ん
き
ゅ
う
休
に
伝
え
た
奉ほ
う
し
ょ書
。

の
ち
に
豊
臣
秀
吉
の
五
奉
行
と
な
る
長
束
・
増

田
・
前
田
が
、
亀
山
を
治
め
る
岡
本
良よ
し
か
つ勝

の
兄
、

岡
本
三
休
へ
、
秀
吉
の
家
臣
で
あ
る
水み
ず
は
ら原
石い
わ
み
の
か
み

見
守

吉よ
し
か
ず一

が
亀
山
に
逗
留
す
る
間
、
五
十
人
の
扶ふ

持ち

（
五
十
人
分
の
米
）
と
馬
二
頭
の
飼
料
を
渡
す
よ

う
伝
え
た
も
の
。
秀
吉
の
家
臣
水
原
が
亀
山
に
滞

在
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
興
味
深
い
。

（
１
）
豊
臣
秀
吉
三
奉
行
と
亀
山

　

豊
臣
秀
吉
の
奉
行
三
名
が
、
亀
山
を
治

め
る
岡
本
良よ
し
か
つ勝
の
兄
で
あ
る
三さ
ん
き
ゅ
う休
に
対

し
、
亀
山
に
逗
留
す
る
秀
吉
家
臣
の
世
話

を
命
じ
た
奉ほ

う
し
ょ書
一
通
。
秀
吉
の
家
臣
が
亀

山
に
逗
留
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
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34
．
○
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
堀
尾
帯
刀
宛
知
行
目
録
）

　
　
　
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

　
　
　
　

知
行
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勢
州
す
ゝ
か
の
郡
内

一
六
百
四
拾
三
石
四
斗
八
升
七
合　

あ
か
た
の
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
こ
ほ
り

一
弐
百
七
拾
四
石
六
斗
五
升　
　
　

池
山
之
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

一
四
百
六
石
三
斗
三
升　
　
　
　
　

西
冨
田
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

一
弐
百
五
拾
七
石
三
升　
　
　
　
　

ひ（広
）ろ
瀬
之
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

一
弐
百
七
拾
五
石
一
斗
弐
升　
　
　

つ（津
賀
）がの
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

一
百
四
拾
三
石
六
斗
八
升　
　
　
　

山
本
之
郷

　
　

合
弐
千
石
三
斗

　

右
、
全
可
領
知
者
也

　
　

天
正
廿
年
正
月
十
一
日
（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
尾
帯（吉
晴
）刀と

の
へ

朱
印
主
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
が
、
堀
尾
帯た
て
わ
き刀
吉よ
し
は
る晴

に
あ
て
た
知ち
ぎ
ょ
う行
目
録
。

朱
印
状
に
よ
っ
て
、
秀
吉
は
、
大
名
の
堀
尾
に

鈴
鹿
郡
の
領
地
二
千
石
三
斗
を
与
え
た
。
与
え
た

土
地
は
、
現
在
の
亀
山
市
域
の
「
あ
か
た
の
郷

（
後
の
川
崎
村
）」、「
池
山
之
郷
（
後
の
池
山
村
）」、

鈴
鹿
市
域
の
「
西
冨
田
村
（
後
の
西
冨
田
村
）」、

「
広
瀬
之
郷
（
後
の
広
瀬
村
）」、「
つ
が
の
郷
（
後

の
津
賀
村
）」、「
山
本
之
郷
（
後
の
山
本
村
）」。

（
２
）
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

　

豊
臣
秀
吉
が
使
用
し
た
朱
印
、
い
わ
ゆ

る
「
糸
印
」
が
押
印
さ
れ
た
知ち
ぎ
ょ
う行
目
録
四

通
と
書
状
一
通
。

　

知
行
目
録
は
、
秀
吉
が
、
堀
尾
吉よ

し
は
る晴

と

岡
本
良よ

し
か
つ勝
に
領
地
を
あ
て
が
っ
た
も
の
。

目
録
の
作
成
時
期
が
、
注
目
点
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
伊
勢
国
の
太
閤
検
地
は
、
文
禄

三
年
（
一
五
九
四
）
に
行
わ
れ
た
。
堀
尾

宛
に
は
、
検
地
前
と
後
の
目
録
が
残
さ
れ

て
お
り
、
領
地
の
宛あ

て
が
い行

方
法
、
領
地
名
や

石
高
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
知
行
目
録
は
、
大お

お
た
か
だ
ん
し

高
檀
紙
の
使

用
や
朱
印
の
押
印
位
置
な
ど
、
秀
吉
の
天

下
人
と
し
て
の
意
識
が
表
れ
た
書し

ょ
さ
つ
れ
い

札
礼
で

作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
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35
．
○
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

　
　
　
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

天
正
十
八
年
分
預
り
米
事

　

合
壱
万
九
千
三
百
八
拾
五
石
六
升
五
合
者

右
払
方
、
御
朱
印
小
日
記
上
之
、
皆
済
也
、

天
正
十
八
年
分
之
払
方
、
天
正
廿
年
二
月
十
八
日
迄
ニ

払
候
也
、
此
日
付
以
前
之
御
朱
印
小
日
記
雖
上
候
、

重
而
御
算
用
ニ
被
相
立
間
敷
候
也
、

　
　

天
正
廿
年
二
月
十
八
日
（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　

お（
岡

本

良

勝

）

か
も
と
下
つ
け

朱
印
主
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
か
ら
、
亀
山
城
主
の

岡
本
下し
も
つ
け
の
か
み

野
守
良よ
し
か
つ勝

に
出
さ
れ
た
書
状
。
内
容
は
、

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
秀
吉
の
直
轄
領
で

あ
る
蔵く
ら
い
り
ち

入
地
の
年
貢
に
つ
い
て
、
天
正
二
十
年
二

月
十
八
日
付
け
で
、
完
済
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も

の
。
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36
．
○
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
堀
尾
帯
刀
宛
知
行
目
録
）

　
　
　
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

　
　
　

知
行
方
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勢
州
鈴
鹿
郡

一
千
九
百
拾
壱
石
三
斗
七
升　
　

あ
か
だ
村

一
壱
石
六
斗
八
升　
山
年
貢　

��　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡

一
八
拾
七
石
弐
斗
五
升　
　
　
　

池
山
安
楽
寺
村
内

　
　

合
弐
千
石

　

右
、
今
度
以
検
地
之
上
、
改
令
扶
助

　

候
畢
、
全
可
領
知
候
也

　
　

文
禄
三
年
九
月
廿
一
日
（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
尾
帯（吉
晴
）刀と
の
へ

朱
印
主
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
が
、
堀
尾
帯た

て
わ
き刀
吉よ
し
は
る晴

に
あ
て
た
知ち
ぎ
ょ
う行

目
録
。

「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」（
№
34
）
と
同
じ
く
、
朱

印
状
に
よ
っ
て
、
秀
吉
が
大
名
の
堀
尾
に
領
地
を

与
え
た
も
の
。
注
目
点
は
、「
検
地
の
上
を
以
て
」

と
あ
り
、
太
閤
検
地
後
に
出
さ
れ
た
知
行
目
録
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
鈴
鹿
郡
は
、
文
禄
三
年
九
月

初
旬
ま
で
に
検
地
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
知
行

目
録
は
検
地
直
後
に
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
知
行
地
の
総
石
高
に
ほ
ぼ
違
い
は
な
い

が
、
知
行
地
に
は
違
い
が
あ
る
。
検
地
後
は
、「
あ

か
だ
村
」
の
石
高
が
大
き
く
増
加
し
て
お
り
、「
あ

か
た
の
郷
」
周
辺
に
所
領
を
集
中
化
し
た
と
み
ら

れ
る
。
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
後
の
川
崎
村
に
つ
な

が
る
、
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
の
「
あ
か
た

の
郷
」と
文
禄
三
年（
一
五
九
四
）の「
あ
か
だ
村
」

で
あ
る
が
、
川
崎
村
と
同
じ
範
囲
と
な
る
の
は
検

地
後
の
「
あ
か
だ
村
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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37
．
○
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
岡
本
下
野
守
宛
知
行
方
目
録
）

　
　
　
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館
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朱
印
主
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
が
、
亀
山
城
主
の
岡

本
下し
も
つ
け
の
か
み

野
守
良よ
し
か
つ勝

に
あ
て
た
知ち
ぎ
ょ
う行

方
目
録
。

現
在
の
亀
山
市
域
に
あ
た
る
二
十
三
村
、
計

一
万
五
千
二
百
三
十
石
二
斗
七
升
を
領
地
と
し
て

与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
範
囲
が
、
豊
臣

期
の
亀
山
城
主
の
領
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な

か
で
も
、
冒
頭
の
「
亀
山
村
」
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
村
と
異
な
り
、「
亀
山
村
」
は
、
江
戸

時
代
の
村
名
と
し
て
存
在
し
て
お
ら
ず
、
場
所
が

明
確
で
な
い
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代
の
村
高
と
比

較
す
る
と
東
町
と
西
町
が
近
く
、
亀
山
村
は
東
町

と
西
町
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。「

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」（
№
36
）
と
同
じ
く
、
太

閤
検
地
後
に
出
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
。
二
点
を
比

較
す
る
と
鈴
鹿
郡
の
知
行
目
録
が
同
日
発
給
さ
れ

て
お
り
、
検
地
後
の
知
行
の
宛あ
て
が
い行

が
、
同
郡
で
あ

れ
ば
同
日
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
う
か
が
え

る
。ま

た
、
本
目
録
は
、
装
丁
に
特
徴
が
あ
る
。
出

品
資
料
の
中
で
唯
一
、
袋
綴
装
の
竪た
て
ち
ょ
う帳で
あ
る
。

秀
吉
が
出
し
た
知
行
目
録
の
う
ち
、
竪
帳
の
形
態

の
類
例
は
数
少
な
い
と
い
う
。
今
後
の
類
例
調
査

が
課
題
で
あ
る
。

（
表
紙
）

「　
　
　
　

��

文
禄
三
年
九
月
廿
一
日

　

伊
勢
国
鈴
鹿
郡
内
知
行
方
目
録
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
本
下
野
守
」

　
　
　
　
　

知
行
方
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勢
州
鈴
鹿
郡

一
八
百
七
拾
九
石
九
斗
三
升　
　
　

亀
山
村

一
弐
石
七
斗
二
升　
山
年
貢��　
　
　

同
村

一
八
百
拾
三
石
五
斗
八
升　
　
　
　

野
尻
村

一
六
百
拾
四
石
五
斗　
　
　
　
　
　

つ（
椿

世

）

は
い
そ
村

一
千
三
百
四
拾
六
石
壱
斗
一
升　
　

野
む（村
）ら

一
千
九
拾
七
石
壱
斗
八
升　
　
　
　

山
し（下
）た

村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ（
木

下

）

の
し
た
村

一
七
百
弐
拾
弐
石
弐
斗
一
升　
　
　

を（小
野
）の村

一
千
六
百
九
拾
壱
石
弐
斗
九
升　
　

わ（和
田
）た村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い（井
尻
）

し
り

一
壱
石
四
升　
小
成
物　
　
　
　
　

��

同
村

一
千
六
百
拾
八
石
壱
斗
九
升　
　
　

あ（阿
野
田
）

の
た
村

一
九
百
八
拾
六
石
六
斗
二
升　
　
　

た（田
茂
）もあ（安
知
本
）

ち
も
と
村

一
千
百
四
拾
五
石
七
升　
　
　
　
　

ミ（
三

寺

）

つ
て
ら
村

一
千
百
五
拾
九
石
六
斗
五
升　
　
　

は（羽
若
）

わ
か
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す（住
）み

山
村

一
三
拾
七
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　

さ（坂
）か
の
下
村

一
八
拾
壱
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　

く（
沓

掛

）

つ
か
け
村

一
百
弐
拾
弐
石
九
斗
一
升　
　
　
　

一（市
瀬
）

の
せ
む
ら

一
弐
百
八
拾
壱
石
四
斗
三
升　
　
　

ふ
る
ま
や
村

一
八
百
拾
四
石
壱
斗　
　
　
　
　
　

を（小
川
）

か
わ
村

一
五
百
四
拾
弐
石
五
斗
七
升　
　
　

た（
太
岡
寺
）

い
こ
う
し
村

一
四
百
拾
九
石
壱
斗　
　
　
　
　
　

長
ミ（
明

）
や
う
寺
村

一
千
五
拾
三
石
七
升　
　
　
　
　
　

な（中
）か

の
庄
村

　
　

合
壱
万
五
千
弐
百
三
拾
石
弐
斗
七
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
成
物
共
ニ

　
　

文
禄
三
年
九
月
廿
一
日
（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

（
別
筆
）

「
墨
付
四
枚
上
紙
共
ニ

」　　
　
　

�

岡
本
下（良
勝
）

野
守
と
の
へ

（

古

厩

）
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38
．
○
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
岡
本
下
野
守
宛
知
行
目
録
）

　
　
　
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

　

伊
勢
国
鈴
鹿
郡
内
岡
本
下
野
知
行
出
米
目
録

一
千
三
百
五
拾
五
石
六
斗
七
升　
　

下
庄
村

一
百
八
拾
三
石
三
斗
七
升　
　
　
　

い（和
泉
）

づ
ミ
村

一
千
五
百
廿
八
石
壱
斗
五
升　
　
　

か（
海
善
寺
）

い
ぜ
ん
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田　

河（川
合
）井

一
九
百
七
石
三
斗
六
升　
　
　
　
　

す（
菅

内

）

が
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は（八
野
）

ち
の
村

一
七
百
八
拾
六
石
壱
斗　
　
　
　
　

し（白
木
）


ら
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ（鷲
）し
山

一
八
百
四
拾
七
石
五
斗　
　
　
　
　

へ（
辺
法
寺
）

ん
ぼ
う
じ

一
八
百
五
拾
四
石
四
斗
弐
升　
　
　

し（
庄

野

）

や
う
の
村

一
四
百
九
拾
壱
石
六
斗
四
升　
　
　

た
か
の
を
山
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ふ
と
か
ま
い
ぢ

一
三
百
五
拾
三
石
二
斗
二
升　
　
　

あ
ち
本
之
内

一
弐
百
五
十
七
石
三
升　
　
　
　
　

ひ（平
野
）

ら
の
村

一
弐
百
六
十
石
壱
斗
七
升　
　
　
　

く（久
我
）かむ

ら

　
　

合
七
千
八
百
弐
拾
四
石
六
斗
三
升

　

右
、
為
加
増
、
令
扶
助
候
訖
、
全
可
領
知
候
也

　
　
　

文
禄
四
年
正
月
廿
日
（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
本
下（良
勝
）

野
守
と
の
へ

朱
印
主
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
が
、
亀
山
城
主
の
岡

本
下し

も
つ
け
の
か
み

野
守
良よ
し
か
つ勝

に
あ
て
た
知ち
ぎ
ょ
う行

目
録
。

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
知
行
目
録
（
№

37
）
に
つ
づ
き
、
鈴
鹿
郡
内
の
土
地
を
加
増
し
た

も
の
。十
五
の
村
名
が
確
認
で
き
る
。し
か
し
、「
た

か
の
を
山
之
内
」、「
か
ふ
と
か
ま
い
ぢ　

あ
ち
本

之
内
」
は
、
具
体
的
な
場
所
が
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
書
お
よ
び
№
34
・
36
は
、
料
紙
も

注
目
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
料
紙
は
、
大お
お

高た
か

檀だ
ん

紙し

と
い
い
、
室
町
幕
府
の
足
利
将
軍
や
江
戸
幕

府
の
徳
川
将
軍
な
ど
も
、
自
ら
発
給
し
た
文
書
に

使
用
し
た
大
き
く
厚
い
紙
で
あ
る
。
秀
吉
も
、
天

下
人
と
な
っ
て
以
後
、
自
ら
出
す
朱
印
状
な
ど
の

文
書
に
大
高
檀
紙
を
用
い
、
紙
で
も
自
ら
の
地
位

を
示
し
た
。
そ
の
他
、
日に
っ
か下

に
朱
印
の
み
、
宛
所

は
自
ら
の
印
と
同
等
の
高
さ
か
、
低
く
書
き
出
す

形
の
尊
大
な
形
式
を
取
り
、
天
下
人
で
あ
る
こ
と

を
書
式
で
も
表
し
て
い
る
。



52



53

　
　
　
６　
亀
山
城
主
岡
本
良
勝
と
鉄
砲

　

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）、
亀
山
城
主
と
な
っ
た
岡
本
良よ
し
か
つ勝
。
そ
れ
以
前

か
ら
鈴
鹿
郡
の
豊
臣
蔵く

ら
い
り
ち

入
地
の
代
官
を
務
め
、家
臣
と
し
て
信
頼
を
得
て
い
た
。

一
方
で
、
天
正
十
二
年
の
戦
い
や
小
田
原
攻
め
で
も
活
躍
し
、
軍
事
面
で
も
秀

で
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
稲
冨
流
砲
術
の
祖
で
あ
る
稲い

な
ど
め
す
け
な
お

冨
祐
直
か
ら

砲
術
の
免
許
を
得
て
、
武
芸
の
精
進
に
も
努
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
文
書
で

あ
る
。



54

39
．
○
稲
冨
祐
直
鉄
砲
印
加
状

　
　
　
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

花
押
主
で
あ
る
稲い
な
ど
め冨
伊い
が
の
か
み

賀
守
祐す
け
な
お直
が
、
岡
本

下し
も
つ
け
の
か
み

野
守
良よ
し
か
つ勝
に
出
し
た
印い
ん
か
じ
ょ
う

加
状
。

稲
冨
祐
直
は
、
近
世
の
代
表
的
な
砲
術
流
派
で

あ
る
稲
冨
流
砲
術
の
祖
。
稲
冨
か
ら
の
印
可
状
、

つ
ま
り
認
可
状
を
受
け
て
お
り
、
岡
本
が
、
稲
冨

流
砲
術
を
習
得
し
た
こ
と
を
示
す
。

本
文
書
は
、
稲
冨
が
岡
本
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ

留
守
で
あ
っ
た
の
で
、
以
下
の
こ
と
を
小
姓
に
伝

え
て
帰
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。そ
の
内
容
は
、

岡
本
に
砲
術
を
相
伝
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ

と
、
許
可
の
折
は
血
判
を
も
っ
て
行
う
こ
と
、
許

可
す
る
内
容
は
、
記
し
た
五
か
条
以
外
の
内
容
と

な
る
こ
と
、
と
い
う
主
に
三
点
で
あ
る
。

な
お
、
端
裏
に
は
、
本
書
を
封
じ
て
い
た
切
封

墨
引
の
痕
跡
が
あ
る
。
切
封
墨
引
は
、「
北
畠
天

祐
書
状
」（
№
29
）
で
も
確
認
で
き
る
。

（
端
裏
）

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
冨
伊
賀

　

―
・
―
岡
下
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��

祐
直

　
　
　
　
　
　
　

参　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�����

」

　
　
　
　
　
　

以
上

　

尊
書
承
候
、
昨
日
御
状
上
候
ニ
祗
候
申
候
へ
共
、
御
留

　

守
に
て
御
座
候
間
、
御
小
性
（
姓
）衆
へ
申
置
相
帰
候
、
然
者

　

鉄
砲
相
伝
申
上
ニ
付
而
、
許
之
儀
、
有
血
を
以
御
理

　

得
其
意
候
、
然
上
ハ
此
一
書
之
五
ケ
条
相
除
相
残

　

分
ハ
許
可
申
也
、

一
朱
つ
か
り
、
く
ぎ
目
当
之
事

一
う
ら
の
と
を
り
一
円
之
事

一
返
同
中
の
目
当
惣
返
之
事

一
一
尺
二
寸
之
町
、
つ
か
り
之
事

一
づ
き
ん
目
当
之
事

　

此
五
ケ
条
許
不
申
分
也

　

右
五
ケ
条
相
除
、
相
残
分
ハ
、
御
執
心
ヲ
申
上
、
血
判
之
誓

　

紙
ヲ
被
成
御
取
、
可
被
仰
聞
者
也
、

　
　
　
　
　

文
禄
二
年　
　
　
　
　
　

稲
冨
伊
賀
守

　
　
　
　
　
　
　

六
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　

祐
直
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

岡
本
下（良
勝
）

野
守
殿

（
御
報
）
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40
．
○
稲
冨
祐
直
血
判
鉄
砲
印
加
状

　
　
　
天
正
二
十
一
年
（
一
五
九
三
）　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

花
押
主
で
あ
る
稲い
な
ど
め冨
伊い
が
の
か
み

賀
守
祐す
け
な
お直
が
、
岡
本

下し
も
つ
け
の
か
み

野
守
良よ
し
か
つ勝
に
出
し
た
印い
ん
か
じ
ょ
う

加
状
。「
稲
冨
祐
直
鉄

砲
印
加
状
」（
№
39
）
で
伝
授
を
許
可
し
た
こ
と

に
基
づ
き
、
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
半
部
に
は
、
岡
本
に
砲
術
を
授
け
た
こ
と
、

岡
本
が
弟
子
を
と
っ
て
よ
い
こ
と
、
弟
子
を
と
る

際
に
は
事
前
に
血
判
を
取
る
こ
と
を
記
す
。
後
半

部
は
、こ
う
し
た
誓
い
に
偽
り
が
あ
っ
た
際
に
は
、

神
仏
の
罰
が
下
る
と
い
う
神し
ん
も
ん文
を
記
す
。
ま
た
、

末
尾
に
は
表
裏
反
対
に「
愛
宕
山
大
権
現
守
護
所
」

の
護
符
を
貼
り
付
け
る
。
戦
国
時
代
、
愛あ
た
ご宕
は
戦

勝
の
利
益
が
あ
る
と
、
軍
神
と
し
て
の
信
仰
を
集

め
た
。
護
符
の
貼
付
は
、
軍
神
信
仰
と
関
わ
り
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
本
文
書
の
発
給
年
は
、
天
正
二
十
一
年

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
正
は
二
十
年
で
改

元
し
、
文
禄
元
年
と
な
る
た
め
、
本
来
、
文
禄
二

年
と
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
、
天
正
年
号

を
用
い
た
の
か
は
不
明
。

　
　
　
　
　
　
　

印
加
之
状

　
　
　
　
　

度
御
鉄
砲
御
執
心
ニ
付
而
、
毛
頭
不
残
申
上
候
、
然
処
ニ

　
　
　
　
　

一
段
御
器
用
ニ
御
座
候
条
、
近
頃
申
上
儀
も

　
　
　
　
　

座
候
へ
共
、
佐
々
木
庄
符
□
方
ゟ
拙
者
方
へ

代
々
被
相
伝
候
、
我
々
せ
か
れ
ニ
ゆ
つ
り
申
候
分
、
悉

貴
殿
様
江
渡
し
進
上
申
候
、
此
上
者
、
御
弟
子
を

御
取
可
被
成
候
、
御
弟
子
ニ
御
取
候
前
ゟ
血
判
御

取
被
成
御
座
候
、
拙
者
之
儀
、
少
も
ふ
し
不
申
候
、
自
然

偽
申
ニ
お
い
て
ハ
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
ニ

伊
豆
箱
根
両
所
権
現
、
愛
宕
山
大
権
現
、
八
幡
大
菩
薩

御
罰
を
可
被
蒙
者
也
、
自
然
以
来
又
存
出
し
候
事
、

御
座
候
者
、
右
之
誓
紙
の
こ
と
く
可
申
上
候
、
仍
如
此
状
、

如
件

　

天
正
廿
一
年　
　
　
　
　
　
　

稲
冨
伊
賀
守

　
　
　
　
　
　

七
月
廿
九
日　
　
　
　

祐
直
（
血
判
・
花
押
）

　
　
　
　
　

進
上

　
　
　
　
　
　
　

岡
本
下（良
勝
）野様

参

（
護
符
貼
付
・
朱
摺
（
表
裏
反
対
））

「（
宝
珠
）
愛
宕
山
大
権
現
守
護
所
」
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１．中世の石上寺
（１）熊野三山と石上寺
1 ◎ 熊野三山検校覚仁法親王令旨 建長８年（1256） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
2 ○ 熊野山大権現扁額 鎌倉時代 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）

（２）石上寺への寄進
3 ◎ 某寄進状 正元元年（1259） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
4 新熊野三社乃記 明和４年（1767） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）

（３）石上寺を守る
5 ◎ 畠山高国禁制 建武４年（1337） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
6 ◎ 高師秋禁制 建武５年（1338） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
7 ◎ 仁木義長禁制 康永元年（1342） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
8 ◎ 細川満之禁制 応安４年（1371） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
9 ◎ 室町幕府禁制 文安元年（1444） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）

（４）石上寺の祈禱～室町幕府～
10 ◎ 二階堂行直巻数返事 康永元年（1342） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
11 ◎ 二階堂行直巻数返事 康永２年（1343） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
12 ◎ 二階堂行直巻数返事 康永３年（1344） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
13 ◎ 二階堂行元巻数返事 貞治２年（1363） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
14 ◎ 二階堂行元巻数返事 貞治３年（1364） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
15 ◎ 二階堂行元巻数返事 貞治４年（1365） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
16 ◎ 二階堂行元巻数返事 貞治５年（1366） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
17 ◎ 二階堂行元巻数返事 応安元年（1368） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
18 ◎ 飯尾為頼書状 年不詳 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
（５）石上寺の祈禱～南朝～
19 ◎ 後村上天皇綸旨 正平７年（1352） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
20 ◎ 後村上天皇綸旨 正平７年（1352） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
（６）石上寺の文書目録
21 ◎ 石上寺文書目録 年不詳 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
22 ◎ 石上寺文書目録 年不詳 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
２．中世の合戦と武功
23 ◎ 波多野蓮寂軍忠状 建武３年（1336） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
24 ◎ 足利尊氏感状 建武３年（1336） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
25 ◎ 波多野景綱官途申状 観応２年（1351） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
26 ◎ 口宣案 文安元年（1444） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
３．伊勢国守護と伊勢国司
（１）伊勢国守護仁木義長
27 ◎ 仁木義長書下 康永元年（1342） 石上寺（亀山市歴史博物館寄託）
28 ◎ 波多野蓮寂軍忠状 康永元年（1342） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
（２）伊勢国司北畠氏
29 ◎ 北畠天祐書状 年不詳 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
30 ◎ 長野藤定書下 年不詳 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
４．室町時代の文化
31 ◎ 平秀盛伝授蹴鞠図 永正７年（1510） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
32 ◎ 秘伝書 永禄８年（1565） 波多野貞雄家（亀山市歴史博物館寄託）
５．伊勢国と豊臣秀吉
（１）豊臣秀吉三奉行と亀山
33 ○ 豊臣秀吉奉行人奉書 年不詳 亀山市歴史博物館
（２）豊臣秀吉朱印状
34 ○ 豊臣秀吉朱印状 天正 20年（1592） 亀山市歴史博物館
35 ○ 豊臣秀吉朱印状 天正 20年（1592） 亀山市歴史博物館
36 ○ 豊臣秀吉朱印状 文禄３年（1594） 亀山市歴史博物館
37 ○ 豊臣秀吉朱印状 文禄３年（1594） 亀山市歴史博物館
38 ○ 豊臣秀吉朱印状 文禄４年（1595） 亀山市歴史博物館
６．亀山城主岡本良勝と鉄砲
39 ○ 稲冨祐直鉄砲印加状 文禄２年（1593） 亀山市歴史博物館
40 ○ 稲冨祐直血判鉄砲印加状 天正 21年（1593） 亀山市歴史博物館
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